
徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
及
び
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び

専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

美

馬

持

仁

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
及
び
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁

及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
訓
令

（
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
教
育
委
員
会

教
育
長
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
、
本
部
長
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と

す
る
。

別
表
第
一
の
二
服
務
関
係
事
項
の
表
第
一
号
ニ
中
「
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
」
を
削
る
。

別
表
第
一
の
三
を
削
る
。

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
教
育

委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
七
号
中
「
、
本
部
長
」
を
削
る
。

第
四
条
中
「
、
本
部
」
を
削
る
。

第
四
条
の
二
を
削
り
、
第
四
条
の
三
を
第
四
条
の
二
と
す
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
中
「
技
能
労
務
職
員
」
の
下
に
「
（
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
る
も
の
を
除
く

。
）
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
に
準
じ
て
取
り
扱
わ
れ
る
臨
時
的
任
用
職
員
」
を

「
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
、
「
通
勤
手
当
」
の
下
に
「
及
び
通
勤

費
用
弁
償
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
表
本
部
長
の
項
を
削
る
。

別
表
第
一
の
表
第
一
項
第
十
一
号
中
「
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
」
を
削
る
。

別
表
第
一
の
一
を
削
る
。

別
表
第
一
の
二
中
「
（
第
四
条
の
三
関
係
）
」
を
「
（
第
四
条
の
二
関
係
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
教
育
政
策
課
の
表
第
五
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
特
別
職
の
」
を
削
り
、
同
項
第
十
八

号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
三
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

規
則
第
七
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度
任

課
長

14
用
職
員
の
条
件
付
採
用
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
教
職
員
課
の
表
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
特
別
職
の
」
を
削
り
、
同
項
第
十
五
号

を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

規
則
第
七
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度
任

課
長

12
用
職
員
（
県
費
負
担
教
職
員
を
含
む
。
）
の
条
件
付
採
用



期
間
を
延
長
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
教
職
員
課
の
表
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

職
員
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

こ
の
項
に
お
い
て
、
「
条
例
」
と
は
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
二
号
）
を
、
「
規

則
」
と
は
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年

徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六－

五
）
を
、
「
学
校
給
与
条
例

」
と
は
徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島

県
条
例
第
四
号
）
を
、
「
学
校
給
与
規
則
」
と
は
学
校
職
員

の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県

人
事
委
員
会
規
則
六－

二
四
）
を
、
「
会
計
年
度
給
与
条
例

」
と
は
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
（
令
和
元
年
徳
島
県
条
例
第
十
九
号
）
を
、
「
会
計

年
度
学
校
給
与
条
例
」
と
は
徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職

員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
徳
島

県
条
例
第
二
十
八
号
）
を
い
う
。

条
例
第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
初
任
給
調
整
手
当
を

課
長

1
決
定
す
る
こ
と
。

条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
休
職
者
に
対
す
る
給
与

課
長

2
の
額
を
決
定
す
る
こ
と
。

条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
課
長
級
の
職
以

教
育
長

3
上
の
職
の
職
員
の
初
任
給
を
決
定
す
る
こ
と
。

条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
課
長
補
佐
及
び

課
長

4
こ
れ
に
相
当
す
る
職
（
以
下
「
課
長
補
佐
級
の
職
」
と
い

う
。
）
の
職
員
並
び
に
係
長
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
職(

以
下
「
係
長
級
の
職
」
と
い
う
。
）
の
職
員
の
初
任
給
の

決
定
を
す
る
こ
と
。

条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
課
長
級
の
職
以

課
長

5
上
の
職
、
課
長
補
佐
級
の
職
及
び
係
長
級
の
職
以
外
の
職

（
補
職
と
し
て
発
令
す
る
者
以
外
の
職
を
含
む
。
以
下
「

そ
の
他
の
職
」
と
い
う
。
）
の
職
員
の
初
任
給
を
決
定
す

る
こ
と
。

条
例
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
課
長
級
の
職
以

教
育
長

6
上
の
職
の
職
員
の
号
俸
を
決
定
す
る
こ
と
。

条
例
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
課
長
補
佐
級
の

課
長

7
職
、
係
長
級
の
職
及
び
そ
の
他
の
職
の
職
員
の
号
俸
を
決

定
す
る
こ
と
。

条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
課
長
級
の
職
以
上
の
職

教
育
長

8
の
職
員
の
昇
格
又
は
昇
給
を
決
定
す
る
こ
と
。

条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
課
長
補
佐
級
の
職
、
係

課
長

9



長
級
の
職
及
び
そ
の
他
の
職
の
職
員
の
昇
格
又
は
昇
給
を

決
定
す
る
こ
と
。

規
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
勤
勉
手
当
の
成
績
率

教
育
長

10
を
決
定
す
る
こ
と
。

学
校
給
与
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
校
長
の

教
育
長

11
初
任
給
を
決
定
す
る
こ
と
。

学
校
給
与
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
教
諭
及

課
長

12
び
こ
れ
に
相
当
す
る
職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
教
諭

級
の
職
」
と
い
う
。
）
並
び
に
課
長
補
佐
級
の
職
及
び
係

長
級
の
職
の
職
員
の
初
任
給
を
決
定
す
る
こ
と
。

学
校
給
与
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
助
教
諭

課
長

13
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
助

教
諭
級
の
職
」
と
い
う
。
）
並
び
に
そ
の
他
の
職
の
職
員

の
初
任
給
を
決
定
す
る
こ
と
。

学
校
給
与
条
例
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
校
長
の

教
育
長

14
号
俸
を
決
定
す
る
こ
と
。

学
校
給
与
条
例
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
諭
級

課
長

15
の
職
、
課
長
補
佐
級
の
職
、
係
長
級
の
職
、
助
教
諭
級
の

職
及
び
そ
の
他
の
職
の
職
員
の
号
俸
を
決
定
す
る
こ
と
。

学
校
給
与
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
校
長
の
昇
給
を

教
育
長

16
決
定
す
る
こ
と
。

学
校
給
与
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
教
諭
級
の
職
、

課
長

17
課
長
補
佐
級
の
職
、
係
長
級
の
職
、
助
教
諭
の
職
及
び
そ

の
他
の
職
の
職
員
の
昇
格
又
は
昇
給
を
決
定
す
る
こ
と
。

学
校
給
与
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
給
料
の
調
整
額

課
長

18
を
決
定
す
る
こ
と
。

学
校
給
与
条
例
第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
初
任
給

課
長

19
調
整
手
当
を
決
定
す
る
こ
と
。

学
校
給
与
条
例
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
任

課
長

20
用
学
校
職
員
の
給
与
を
決
定
す
る
こ
と
。

学
校
給
与
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
扶
養
親
族
を
認

課
長

21
定
す
る
こ
と
。

学
校
給
与
規
則
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
勤
勉
手
当

教
育
長

22
の
成
績
率
を
決
定
す
る
こ
と
。

学
校
給
与
規
則
第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
期
末
手

課
長

23
当
及
び
勤
勉
手
当
の
加
算
割
合
を
百
分
の
二
十
と
す
る
校

長
を
決
定
す
る
こ
と
。

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
徳
島
県
人

課
長

24
事
委
員
会
規
則
六
―
一
二
三
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
単

身
赴
任
手
当
の
月
額
を
決
定
し
、
又
は
改
定
す
る
こ
と
（



県
立
学
校
職
員
及
び
県
費
負
担
教
職
員
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
徳
島
県
人

課
長

25
事
委
員
会
規
則
六
―
八
七
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
住
居

手
当
の
月
額
を
決
定
し
、
又
は
改
定
す
る
こ
と
（
県
立
学

校
職
員
及
び
県
費
負
担
教
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

。
学
校
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十

課
長

26
三
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
二
七
）
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
管
理
職
手
当
の
区
分
を
四
種
又
は
五
種
と
す
る

校
長
並
び
に
六
種
と
す
る
教
頭
を
決
定
す
る
こ
と
。

産
業
教
育
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三

課
長

27
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
二
六
）
第
三
条
の
二
の

規
定
に
よ
る
受
給
資
格
者
を
認
定
す
る
こ
と
。

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭

課
長

28
和
四
十
八
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
四
。
次
号

に
お
い
て
「
初
任
給
等
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十

五
条
の
規
定
に
よ
り
給
料
を
訂
正
す
る
こ
と
。

初
任
給
等
基
準
規
則
第
六
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、

教
育
長

29
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十

四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
四
十
一

条
及
び
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ

り
人
事
委
員
会
に
対
し
て
承
認
を
申
請
す
る
こ
と
。

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（

課
長

30
昭
和
三
十
四
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
二
八
）
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
学
校
職
員
が
、
三
年

を
超
え
て
引
き
続
き
異
動
等
の
直
後
の
学
校
に
勤
務
さ
せ

る
こ
と
の
必
要
な
職
員
で
あ
る
旨
の
認
定
を
す
る
こ
と
。

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二

課
長

31
年
徳
島
県
規
則
第
八
十
一
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
給

与
の
額
の
決
定
そ
の
他
給
与
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
務
を

処
理
す
る
こ
と
。

会
計
年
度
給
与
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度

課
長

32
任
用
職
員
の
初
任
給
を
決
定
す
る
こ
と
。

会
計
年
度
給
与
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
フ
ル
タ
イ

課
長

33
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
の
調
整
額
を
決
定
す
る
こ

と
。会

計
年
度
給
与
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
フ
ル
タ
イ

課
長

34
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
を
決
定
す
る

こ
と
。



会
計
年
度
給
与
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
フ
ル
タ
イ

課
長

35
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
職
者
等
に
対
す
る
給
与
の
額

を
決
定
す
る
こ
と
。

会
計
年
度
給
与
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
パ
ー
ト

課
長

36
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
を
決
定
す
る
こ
と
。

会
計
年
度
学
校
給
与
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
会
計

課
長

37
年
度
任
用
学
校
職
員
の
初
任
給
を
決
定
す
る
こ
と
。

会
計
年
度
学
校
給
与
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
フ
ル

課
長

38
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
を
決

定
す
る
こ
と
。

会
計
年
度
学
校
給
与
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
フ
ル

課
長

39
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
を

決
定
す
る
こ
と
。

会
計
年
度
学
校
給
与
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
フ

課
長

40
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
休
職
者
等
に
対
す

る
給
与
の
額
を
決
定
す
る
こ
と
。

会
計
年
度
学
校
給
与
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
パ

課
長

41
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
を
決
定
す

る
こ
と
。

徳
島
県
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の

課
長

42
給
与
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規

則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
技
能

労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
規

則
第
五
号
）
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
会
計
年
度
任
用

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
額
の
決
定
そ
の
他
給
与
の
取
扱

い
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
生
涯
学
習
課
の
表
第
五
項
第
四
号
中
「
地
教
委
」
の
下
に
「
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
条
例
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
長
が
図
書
館
の
設
置
、
管
理
及
び
廃
止
に
関
す
る
事
務
を
管
理
し
、
及
び
執
行

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
長
又
は
教
育
委
員
会
）
」
を

加
え
る
。

別
表
第
二
文
化
の
森
振
興
本
部
の
表
を
削
る
。

別
表
第
四
い
じ
め
問
題
等
対
策
室
の
表
の
次
に
次
の
表
を
加
え
る
。

全
国
高
校
総
体
推
進
室

事
項
名

決
裁
権
者
等

一

全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

１

全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
の
開
催
に
関
す
る
事
務
を

室
長

処
理
す
る
こ
と
。



（
徳
島
県
教
育
委
員
会
兼
務
発
令
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
）

第
三
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
兼
務
発
令
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


